
特区版サンドボックス制度の検討イメージ 【調整中】

内閣総理大臣（諮問会議）

○実証事業の概要
・実証事業者名
・事業目的
・走行経路、場所、実証日時
・自動運転システムの構造等
・自動運転のレベル

〇関係行政機関の長

申請
（法第8条第1項）

作成
（法第8条第1項）

意見集約
合意形成

監視・評価委員会

区域計画に基づき
実証実験を実施

区域計画（特定事業）
通称：サンドボックス実施計画

区域会議（法第7条） 〇 各地域でのケース事例の集積など計画立案に役立つ情報
のガイドライン等による提供など、委員会活動の支援

助言（随時）

ＳＢ支援チーム
（内閣府）

認定
（法第8条第7項～10項）

（参考）

実施事業者
（区域会議構成員公募
（法第7条第2項））

○安全確保等措置
・交通事故等の場合の措置
・一部適用除外とするための
代替措置

・緊急時の措置
・管理体制 等

実証実験

報告（随時）
（規定新設）

監視（随時）
評価（法第12条）

必要に応じ、直ちに
計画変更・取消
（法第9条、11条）

（軽微な変更は省令）

※１ 特例措置

※３ 現場の判断、若しくは、地方（運輸・航空）局長及び警察署長による命令等によって、区域計画に変更等が必要となる場合に備え、必要に応じ対応に幅を持たせ
た区域計画の記載ぶりを検討するとともに、変更の生じる可能性が高く、またそうした対応が適切と考えられる記載項目については、あらかじめ特区法省令によ
り軽微な変更事項と定め、総理の認定を不要とし、区域会議を即日持ち回り開催すること等による柔軟な変更が出来るよう配慮することとする。

〇国、自治体、地域関係者、事業者、
関係行政機関、地方（運輸・航空）
局長、警察署長、監視・評価委員
会メンバー（技術専門家、安全専
門家）等から構成

調整会議

区域計画へ
の同意協議

〇地方（運輸・航空）局長
〇警察署長

随時報告

※１ 調整会議による検討を経て区域計画が合意された実証事業に
ついては、同意協議の手続きを踏むことを前提に、関連する道
路使用許可、保安基準への適合、航空法の認可・許可等がなさ
れたものとみなすよう、特区法を改正し、必要な規定を置く。

※２ ただし、認可・許可等がなされた後に各法に基づき取られる立
入検査、命令等の行政措置については、地方（運輸・航空）局長
及び警察署長の固有の権限として、行使されることを前提とする。

命令等（※２）
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